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1 R1.5.7 R1.6.3

下記家屋について、新築時における固定資産評
価の根拠資料一切
＜対象家屋＞
所在地：千代田区麹町一丁目３番地１０
家屋番号：３－１０－１０１、３－１０－５０
１、３－１０－８０１

5 1 1 1 1

（第７条第２号）
所有者が個人の場合、個人に関する情報で、特定の個人を識別することが
できるものであるため。
（第７条第３号）
所有者が法人の場合、法人の財産に関する情報であり、公にすることによ
り、財産情報が明らかになることから、当該法人の競争上又は事業運営上
の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
（第７条第６号）
主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と
納税者のみが知りうる情報である。このため、情報が公となることで納税
者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦
課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼす虞があるため。

主税局千
代田都税
事務所固
定資産税
課

2 R1.5.7 R1.6.3

下記家屋について、新築時における固定資産評
価の根拠資料一切
＜対象家屋＞
所在地：新宿区新宿三丁目１１番地２８
家屋番号：１１－２８－２

9 1 1 1 1

（第７条第２号）
所有者が個人の場合、個人に関する情報で、特定の個人を識別することが
できるものであるため。
（第７条第３号）
所有者が法人の場合、法人の財産に関する情報であり、公にすることによ
り、財産情報が明らかになることから、当該法人の競争上又は事業運営上
の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
（第７条第６号）
主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と
納税者のみが知りうる情報である。このため、情報が公となることで納税
者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦
課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼす虞があるため。

主税局新
宿都税事
務所固定
資産評価
課

3 R1.5.13 R1.6.10

下記家屋について、新築時における固定資産評
価の根拠資料一切
＜対象家屋＞
所在地：江東区潮見１丁目２４－１０
地番：４番地１３０、４番地１４１
家屋番号：４番１３０

4 1 1 1 1

（第７条第２号）
所有者が個人の場合、個人に関する情報で、特定の個人を識別することが
できるものであるため。
（第７条第３号）
所有者が法人の場合、法人の財産に関する情報であり、公にすることによ
り、財産情報が明らかになることから、当該法人の競争上又は事業運営上
の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
（第７条第６号）
主税局が納税者の協力に基づく調査の結果得られた情報であり、主税局と
納税者のみが知りうる情報である。このため、情報が公となることで納税
者との信頼関係が損なわれ、今後の税務調査に協力が得られなくなり、賦
課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼす虞があるため。

主税局江
東都税事
務所固定
資産税課
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4 R1.6.14 R1.6.28
平成２４基準年度、平成２７基準年度及び平成
３０基準年度の固定資産税路線価の標準宅地番
号１２－１００に係る鑑定評価書

12 1 1 1 1 1

（第７条第２号）
所有者が個人の場合、公にすることで、他の情報と照合することにより特
定の個人を識別することができるものであるため。
（第７条第３号）
所有者が法人の場合、公にすることで、当該法人の事業運営上の地位が損
なわれると認められるため。
（第７条第４号）
偽造された場合に、当該不動産鑑定士や当該不動産鑑定業者の財産などを
脅かす虞があると認められるため。
（第７条第６号）
公にすることで、具体的な地点が特定され、所有者に不利益が生じる虞が
ある。これによって、都民の税務行政に対する信頼を損ない事務の適正な
遂行に支障を及ぼす虞があるため。

主税局港
都税事務
所固定資
産評価課

5 R1.6.17 R1.6.28

「東京都台東都税事務所外１所（２９）照明設
備改修工事」
「東京都港都税事務所外２所（３０）照明設備
改修工事」
「東京都品川自動車税事務所外３所（２９）照
明設備改修工事」
特記仕様書、金入り内訳書　各１部

241 1
主税局総
務部経理
課

決定区分 （根拠規定）条例７条


